


工事場所

鶴岡市湯野浜二丁目地内

鶴岡市上下水道部

照査者 設計者

湯野浜調整池フェンス更新工事



費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要

本工事費 4週8休 労務費1.04
機械損料
1.02

請負資材費

請負資材費 式 1

工事費

工事費 式 1

工事費計

直接工事費計

共通仮設費率額 式 1

共通仮設費計

純工事費

現場管理費率額 式 1

現場管理費計

工事原価計

一般管理費率額 式 1

契約保証費

一般管理費計

工事価格

消費税等
相 当 額

％ 10

工事費計

工事内訳書



費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要

請負資材費

ネットフェンス
H1200

参考品番：VAB-5型
塗装品　1.8ｍ間隔

ｍ 135

　　主柱　隅柱　爪付胴縁

　　金網　ナックル再生PET　鉄線φ4.0再生PET

メッシュフェンス　H1200
参考品番：UN-A1200-50

2.0ｍ間隔
ｍ 40

メッシュフェンス両開門扉
UN-A1200-50

両開き門扉W4000
基 1

計

第１号内訳表



費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要

直接工事費 既存ネットフェンス撤去 H1200　1.8ｍｽﾊﾟﾝ ｍ 135

廃材処分運搬費（鉄） 同上 ｍ 135

既存基礎ブロック撤去 180*550*450 個 38

廃材処分運搬費（Co） 同上 個 38

既存基礎ブロック撤去 □180*45 個 39

廃材処分運搬費（Co） 同上 個 39

ネットフェンス設置費 H1200　1.8ｍｽﾊﾟﾝ ｍ 135

基礎取り付け（材工共） □180*450　砕石100㎜ 個 77

既存メッシュフェンス撤去 H1200　2ｍｽﾊﾟﾝ ｍ 40

廃材運搬費（鉄） 同上 ｍ 40
鶴岡浄水場
資材置き場

既存基礎ブロック撤去 □180*450 個 22

廃材処分運搬費（Co） 同上 個 22

メッシュフェンス設置費 H1200　2ｍｽﾊﾟﾝ ｍ 40

同上基礎取付（材工共） □180×450砕石100㎜ 個 22

既存アコーディオン門扉撤去 基 1

廃材運搬費（アルミ） 基 1
鶴岡浄水場
資材置き場

門扉取付設置費 H1200*W4000 基 1

基礎取付（材工共） □450*600砕石100㎜ 個 2

第２号内訳表
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第１章   総  則 

第１節   一般事項 

 

第１条  概  要 

本仕様書は、湯野浜調整池フェンス更新工事に適用するものである。 

                        

第２条  週休２日確保工事 

   １）本工事は、鶴岡市建設工事「週休２日確保工事」実施要領に基づく発注者指定型の週休

２日（月単位）確保対象工事である。 

   ２）受注者は、工事名標示板に週休２日確保工事に取り組んでいる旨を明示すること。明示

の方法は下図を参考にするものとし、監督職員と協議の上決定する。 

   ３）発注者が設定する準備期間は３０日間、後片付け期間は１５日間とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              （図）工事標示板への明示の例  

 

第３条  関係法令、規格基準等の遵守 

本工事に関わる機器、諸材料及び施工基準については、関係諸法令、規格、基準等を遵守

しなければならない。下記を適用するものとする。 

     １）日本工業規格    ＪＩＳ 

     ２）日本水道協会規格    ＪＷＷＡ 

     ３）日本電気工業会標準規格   ＪＥＭ 

     ４）水道法及び水道施設基準 

     ５）電気設備技術基準（通産省令） 

     ６）内線規定（電気技術基準調査委員会） 

     ７）建設業法 

     ８）建築基準法 

     ９）労働安全衛生法 

  １０）その他関係する諸法令規則 

 

 

ご迷惑をおかけします

この工事は「週休２日」確保に

取り組んでいます

○○○○○○を
行っています

 令和 ○年 ○月 ○日まで

 時間帯 ○○：○○～○○：○○

発注者　鶴岡市
　　　　　 ○○部○○課
　　　　　 電話　○○○-○○○-○○○○

受注者　○○○○建設株式会社
　　　　　 電話　○○○-○○○-○○○○

○○○○○工事
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第４条  補完の義務 

請負者は、設計図書・仕様書に明記されていなくても法規上・施工上又は目的とする機

能のために当然必要を認められるものについては、担当職員（以後監督員とする）と協議

の上、決定する。 

 

第５条  書類の提出 

  請負者は、指定の日までに監督員の定める様式による書類を提出しなければならない。 

提出した書類に変更を生じた時は、速やかに変更届を提出しなければならない。 

 

第６条  提出図書 

 請負者は、下記の書類を提出すること。部数については監督員の指示による。 

  １）納入仕様書 

  ２）完成図 

  ３）その他必要な書類及び図書 

 

第７条  手続きの代行 

本工事中、監督官庁その他の手続きを要するものは、請負者で申請届け出に必要な図書 

を作成し、手続き一切を行うものとする。 

 

 

第８条  変更、補修等 

 本工事中、建築構造、機械設備等の関係で起こる設置位置の軽微な変更は、請負金額に

関係なく施工すること。 

 

第９条 保安対策 

 本工事の施工に当たっては、労働安全衛生法を遵守し、就業者に対しては常にこれを徹底 

させるとともに安全作業に対する十分な施策を行い、安全責任者を定めて管理しなければ 

ならない。 

 

第１０条 環境衛生 

 本工事は、公共水道事業所であるから、環境衛生には十分注意し、不用の場所には立ち入 

らないように特に注意すること。 

 

第１１条 工事の検査 

 請負者は、次のいずれかに該当する時は、直ちに監督員に通知し、検査を受けなければな 

らない。 

１） 工事が完成した時（完成検査） 

２） 工事の施工中でなければその検査が不可能な時又は著しく困難な時（中間検査） 

３） 工事の手直しが完了した時（手直し検査） 
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第１２条 受渡し 

 受渡期日は、現場設置完了後、立会試験及び竣工試験に合格した後とする。 

 

 

第２節  各工事の共通仕様 

 

第１条  仮 設 

 本工事に必要な電気、水等の設備は、監督員と協議の上、決定し施工する。これに係わる 

すべての費用は請負者の負担とする。 

 

第２条  工事用機械器具等 

 工事用の機械器具等は、当該工事に適応したものを使用しなければならない。 

監督員が不適当と認めた時は速やかにこれを取り替えなければならない。 

 

第３条  施工方法 

 本工事に関する撤去・設置は、図面又は特記仕様書に示す通りとする。  

 

第４条  工程の進行 

 請負者は、常に工事の進捗状況について注意し、予定の工事工程と実績を比較検討して、 

工事の円滑な進行を計らなければならない。 

 

第５条  就業時間 

 工事施工の就業時間については、予め監督員と協議しなければならない。 

 

第６条  他工事との協調   

工事現場付近で他工事が施工されているときは、互いに協調して円滑な施工を計らなくて 

はならない。 

 

第７条  工事記録写真 

１） 請負者は、工事全般にわたって監督員の指示により工事過程を段階的に撮影編集し、工

事検査の際、写真帳として提出しなければならない。 

２） 既存の構造物その他で撤去、取り壊し等をするもので、監督員が指示した場合、現況を

撮影しなければならない。 

３） 工事施工後、外部から目視出来ない箇所は、原則として撮影しなければならない。 

   

第８条  単位 

 基本単位、誘導単位及び補助計算単位は、計量法によること。 
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第９条  材料の規格 

 設計図書にその品質規格が明示されていない材料は、全て日本工業規格（ＪＩＳ）日本 

水道協会規格（ＪＷＷＡ）等に適合しなければならない。 

但し、規格のないものについては市場品中級同等の品質を有するものとする。 

 

 

第２章   資材仕様 

 

第 1 節 フェンス材料 

 

第１条 使用資材 

使用資材については、監督職員に資材承認願図を提出し、承認を得なければならない。 

 

第２条 資材の発注 

    資材の発注については、現地調査による必要資材の確認を行い、監督職員にフェンス配置

図を提出し、監督職員の承認を得た後に行うこと。 

 

第３条 資材納入時の確認 

    納入資材については、納入時点で品質や規格について必ず確認すること。 

 

第４条 資材の保管 

    使用資材は平坦な場所に敷いた緩衝材の上に保管することとし、雨等を避けるためにシー

ト等で覆い品質を確保すること。また、強風等で飛散することのないよう処置を施すこ

と。 



 

湯野浜調整池フェンス更新工事 

メッシュフェンス施工箇所 

L＝40ｍ 

ネットフェンス施工箇所 

施行延長 L＝135ｍ 

 

メッシュフェンス門扉施工箇所 

両開門扉 W＝4ｍ 

 

1.8ｍ×18sp＝32.4ｍ 

1.1ｍ+0.7ｍ＝1.8ｍ 

1.8ｍ×36sp＝64.8ｍ 

1.8ｍ×20sp＝36ｍ 


